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広島市南区における災害時医療救護活動について 
 

１ はじめに 
（１）目的 
災害発生直後は、被災地の医療機関においては、災害による損壊を受けることや患

者や入所者が取り残されること、一般住民が殺到すること等が予測される。また、

避難所や救護所では、一般救急疾患や慢性疾患をもつ被災者が、発災後、早期から

医療を求めることとなる。 
さらに発災後時間の経過に伴い、復旧作業による身体の不調、長期間の避難所生活

など生活環境変化による心身の健康障害などが発生する。 
また、不特定多数の住民が集まる避難所等では新型コロナウイルスをはじめとした

感染症に対する拡大防止対策を講じる必要がある。 
こうした災害によって生じた医療ニーズに迅速に対応するため、本計画を策定する。 
 
 
（２）役割 
本計画の目的を達成するために、以下の役割を担うこととする。 
 
○広島市南区医師会の役割 
ア 広島市医師会、各区医師会と緊密に連携を図り、会員の安否確認や医療救護活

動の支援を行う。 
イ 被災状況等の情報収集を行う。 
ウ 南区行政をはじめとした関係機関と情報共有を行うとともに、被災地の医療ニ

ーズを把握し、適切な医療救護活動の調整を行う。 
 
 
 
○会員の役割 
ア 自身及び家族等の安全の確保をした上で、被災状況や診療活動について、区医

師会に現状の報告を行う。 
イ 区医師会の医療救護計画に基づいて行動する。 
ウ 広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）に入力できる医療機関においては、

必要事項を速やかに入力する。 
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２ 災害に対しての準備 
 災害発生時、的確な医療救護活動を迅速に行うには、日頃から、準備することが

大切です。 
 

○ 災害発生から直後（おおよそ 48 時間以内）に会員個人が果たすべき役割を定め、

また各医院等で定期的な訓練等を実施する。 

○ 電気がなくても使用できるラジオや液晶テレビを準備する。 

○ 停電に備えて携帯電話用充電器、乾電池、無停電装置、可能であればポータブル

電源を準備する 

○ ライフラインの途絶に備えて、最低限の飲料水や水、カセットコンロなどの燃料、

患者用食糧、簡易トイレなどの準備を整えておく 

○ 感染症対策に持ちだせる防御物品を準備、備蓄しておく            

○ 緊急時にスタッフの安否を確認するための方法（携帯電話、そのほかのＳＮＳな

ど）を確認しておく 
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3．南区医師会としての医療救護活動について 
 
１． 南区医師会災害対策本部の設置 

「広島市医師会災害医療救護計画」に従い、南区医師会は、会長を中心と 
して災害対策本部を立ち上げる。役員は、自院での診療あるいは対策本部に出

務して、予め決められた救護職務を開始する。 
 
① 設置基準 

ア 広島市医師会対策本部長から設置の指令があったとき 
イ 南区内で集団的に傷病者が発生し、広島市医師会対策本部長からの指示を

受けるいとまがないときに南区医師会会長（南区医師会災害対策本部長）

が指示したとき 
 

② 設置場所 
南区区役所別館（保健センター） 
 

③ 構成員 
南区医師会対策本部長   南区医師会会長 
南区医師会対策副本部長  南区医師会副会長を充てる。 
南区医師会対策本部員   南区医師会理事を充てる 
南区行政担当職員 
 

④ 区医師会対策本部構成員の職務 
ア 南区医師会対策本部長は、南区医師会対策本部を総括し、医療救護活動に

関し指揮命令を行う。 
イ 南区医師会対策副本部長は、南区医師会対策本部長を補佐し、南区医師会

対策本部長に事故があるときはその職務を代行する。 
ウ 南区医師会対策本部部員は、医療救護、情報収集、連絡通信、庶務、経理

等を担当する。 
 
⑤主な業務内容 
  ア 会員の安否確認 

イ 各医療機関の被災状況の情報収集と EMIS 代行入力 
ウ 地域の被災状況（規模、ライフライン等）の情報収集 

エ 避難所・救護所等の情報収集 
オ 広島市医師会対策本部、関係機関との連絡調整 
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カ 南区災害対策本部との連絡調整、必要に応じ各会員へ情報伝達 
キ 医療救護班、医療支援班、検案班員の出動・派遣の調整 
ク その他必要な業務 
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広島市地域防災計画(令和 6 年 3 月修正)抜粋 
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２．医療救護体制等 

  
（１）医療救護班 
広島市対策本部から広島市医師会災害対策本部に医療救護班の依頼があった場合、

各区医師会（各区医師会災害対策本部）および協力病院（安芸市民病院を含む）と

連携し医療救護班が派遣される。医療救護班を派遣するにあたっては、速やかにＪ

ＭＡＴに登録申請する。 
① 構成単位 

原則として、１班当たり医師１名、看護師１～２名、事務職員１名とする。 
ただし、状況によってはこの限りではないが、医師は１名以上とする。 

②活動内容  
（ア）診察、処置、処方の実施 
（イ）トリアージの実施 

日々の活動については、広島県医師会に提出されたＪＭＡＴ活動報告書 
をもって、市対策本部に報告する。 

 
（２）医療支援班 
広島市対策本部から広島市医師会災害対策本部、南区災害対策本部を通じて、南区

医師会災害対策本部に医療支援班員の派遣要請があった場合には適宜協力する。 
医療支援班（保健活動班）の編成時には、原則として、南区災害対策本部と協議の

上、必要に応じ、医師会員を派遣する。 
医療支援班員は、必要に応じて保健活動班員としての活動を行う。 

①  構成単位（各保健センターで編成） 
１班当たり医師１名、保健師１～２名、事務職員１名 
医療支援班の活動は、南区災害対策本部長の指示に従うものとし、 
大規模災害発生時については、班員自らの意思と判断により、医療救護

活動を行う。 
②  活動内容 

医療支援班は、次の範囲の初期救急医療等を行うものとし、さらに治療等が

必要な傷病者は、災害拠点病院等へ搬送する。 
・ 応急処置 
・ 診察・トリアージの実施（治療及び搬送優先順位の選別） 
・ 薬剤又は治療材料の支給 
・ 病院又は診療所への収容（消防局救急隊等への引継） 
・ 看護の実施 



 7

災害発生直後において医療支援班の活動場所は、災害現場に設置された救護

所や患者の集中する医療機関等を中心とし、その後は、避難所等に設置され

た救護所を中心とする。 
 
 

（３）検案班員 
市域医師会対策本部から検案班員の派遣要請があった場合は適宜協力する。 
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４ 災害発生時の南区医師会会員の医療救護活動について 
 

１．個人診療所としての医療救護活動 
① 自分および家族の安否を確認し、安全を確保する。 
② 従業員の安否と出務の可否を確認する。 
③ 自院の被災状況を確認し、診療活動が可能か否か、可能であれば部分的か

全面的かを判断する。 
④ 自院の被災状況を速やかに南区医師会災害対策本部へ連絡する。EMIS で

の通信が可能な場合、必要事項を速やかに入力する。EMIS が入力できな

い場合、FAX、電話、電子メール等用い南区医師会災害対策本部へ連絡す

る。 
⑤ 自院での診療が可能と判断した場合、自院での診療を優先する。 
⑥ 自院での診療が不可と判断した場合、可能ならば各自の判断で近隣の救護

所や避難所で救護活動や情報収集を開始する。その場合、南区医師会災害

対策本部に速やかに報告し、広島市医師会災害対策本部の要請に基づく医

療救護班あるいは医療支援班員として活動を行う。 
⑦ 緊急やむを得ない事情により、南区医師会災害対策本部からの要請を受け

る前に支部内の避難所等で医療救護活動を行った場合は南区医師会災害

対策本部に速やかに報告し、広島市医師会災害対策本部から事後に承認を

受け、広島市医師会災害対策本部の要請に基づく医療救護班あるいは医療

支援班員として活動を行う。 
⑧ 避難所の保健師あるいは避難所にいる患者や家族から診療要請があった

場合、可能な限り対応する。その場合、事前に南区医師会災害対策本部へ

連絡する。緊急やむを得ず連絡できない場合には診療後に南区医師会災害

対策本部へ報告する。その際には必要に応じて医療救護班あるいは医療支

援班員として活動を行う。 
⑨ 津波等大規模広域災害にて被害が甚大であり、通信手段がない場合、復旧

作業に努め、可能ならば各自の判断で近隣の救護所や避難所で救護活動や

情報収集を開始する。通信手段が普及すれば速やかに被災状況を南区医師

会災害対策本部へ連絡する。 
 
 

2．各支部救護班長としての医療救護活動 
  前項の個人診療所としての医療救護活動①－⑨に加え 
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以下の医療救護活動を行う 
⑩ 南区医師会災害対策本部から各支部内の救護所、避難所への医療救護班、

医療支援班の出動要請があった場合，その指示により各救護所、避難所で

医療救護活動を行う。 
⑪ 医療支援班は、南区医師会災害対策本部の指示に基づき、南区役所の保健

師とチームを組んで指定された避難所で活動する。 
⑫ 医療救護班、医療支援班の参集要請に対応できない場合はその旨を本部に

連絡する。その際は、南区医師会災害対策本部にて同支部の会員、もしく

は他支部の会員に職務代行を依頼する。 
⑬ 広島市市医師会対策本部から検案要請があった場合には検案班員として

出動する 
 

 
 ※医療救護活動の要請は生活避難所、救護所以外に緊急避難所等から求められる

場合があります。各支部内に設置される可能性がある緊急避難所については別紙

にて確認ください。 
 

 
  
 
 
【広島市南区医師会災害対策本部】 

（広島市南区医師会事務局） 

〒734-8523 広島市南区皆実町１－４－４６ 南区役所別館 ２階 

TEL：（０８２）２５０－３７０１ 

FAX：（０８２）２５０－３７０２ 

E-mail： minamikuishikai@minamiku.city.hiroshima.med.or.jp 

URL  ： http://www.minamiku.city.hiroshima.med.or.jp 

 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:minamikuishikai@minamiku.city.hiroshima.med.or.jp
http://www.minamiku.city.hiroshima.med.or.jp
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個人診療所医師 

家族の安否確認・安全確保、自診療所の現状・従業員の安否の確認

自院での診療可能 

部分的活動可能も含め 

診療可能な範囲で診療 

（応急処置） 

(可能であれば) 

南区医師会医療救護対策本部へ

連絡し医療救護班あるいは 

医療支援班として避難所等で 

医療救護活動を行う 

自分の無事 

No 
自分のケア 

【南区医師会】 

医療救護対策本部の設置 

各医療機関からの現況報告 

医療救護班、医療支援班の

派遣調整 

Yes 

家族の無事 

No 

家族のケア 

Yes 

職員の無事 

No 

職員のケア 

Yes 

No 

Yes 

医療救護活動の報告 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EMIS入力マニュアル

①MedLoginを開く。https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/
あるいはGoogleでMedLoginと検索

②G-MISのユーザー名、パスワードを入力しログイン
③EMISボタンをクリック。初回は機関コードとパスワードを入力

2回目以降は自動ログイン

②画面左にある『関係者ログイン』をクリック

③機関コードとパスワードを入力し、所属は広島県を選択
→ログイン（標準）をクリックすると『関係者メニュー』に入る。

EMISホームページ 関係者メニューを開く

自院の被害状況を入力

① 『関係者メニュー』の医療機関 入力業務にある
『緊急時入力』をクリック

② 『緊急時入力』画面が開くので、上から順に入力する。

③全て入力したら画面一番下の『入力』をクリック
④（詳細入力が可能であれば）『はい』をクリック
⑤ 『詳細入力』画面が開くので、上から順に入力する。

⑥全て入力したら画面一番下の『入力』をクリック

⑦『関係者メニューへ』をクリックし、 『関係者メニュー』に戻る。

広島市内医療機関の被害状況を調べる

① 『関係者メニュー』の災害共通 モニタリングにある『医
療支援等・支援状況モニター』をクリック
②『広島県』をクリック。次に、『二次医療圏』をクリック

③『広島』をクリックし、次に、『選択』をクリック

④画面一番下の『検索』をクリックすると広島市内医療機関の
被害状況が表示される。

（自院のみ表示させるにはキーワードに医療機関名を入力）

機関コード：
パスワード：

《機関コード・パスワード照会先》 広島県医療介護基盤課医療施設グループ
電話：０８２－５１３－３０５６、imuchousa@pref.hiroshima.jp

EMISサイト

11

あるいはMedLoginからEMISへログイン

①EMISホームページを開く。
https://www.wds.emis.go.jp/ か Googleで EMIS と検索

https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/
mailto:imuchousa@pref.hiroshima.jp
https://www.wds.emis.go.jp/


EMISアプリ（災害時入力用アプリ）
マニュアル

①機関コードとパスワードを入力し、所属は広島県を選択

②画面下にある『ログイン』をタップ

EMISアプリを開く

自院の被害状況を入力

① 上方のメニューバー横の 『緊急時入力』をタップ

② 『緊急時入力』画面が開くので、上から順に入力する。

③全て入力したら画面一番下の『送信』をクリック

④（詳細入力が可能であれば）『詳細入力』をクリック

⑤ 『詳細入力』画面が開くので、上から順に入力する。

⑥全て入力したら画面一番下の『送信』をクリック

EMIS PC サイトへ移動

① メニューバーから『ＰＣサイト』をタップすればEMISのPC
サイトに移動します

機関コード：
パスワード：

《機関コード・パスワード照会先》 広島県医療介護基盤課医療施設グループ
電話：０８２－５１３－３０５６、imuchousa@pref.hiroshima.jp

14

mailto:imuchousa@pref.hiroshima.jp
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５．在宅医療における災害時の備え 
  被災を想定して，平常時から訪問診療中の患者への災害時の対応を指導

しておくことが必要である。 
  日頃から体調を崩しやすい患者や要介護者，災害弱者は，避難生活で医

療需要度が増すことが多いため、在宅避難や避難移動先で役立てるように，

「健康手帳」や「お薬手帳」に通常診療の要点や起こしやすい病態（喘息注

意，心不全注意，便秘注意など）の記載をつけて所持しやすいように準備し

ておくことを指導する。 
南区医師会ホームページでは在宅医療を受けている患者さんが、被災時の避

難や災害時の医療介護情報提供に役立てるように作成した「災害時覚書」を

掲載しています。 
また近隣の避難所への移動経路、移動方法も事前に確認しておくよう指導す

る。 
 
在宅療養者、あるいは災害時要援護者あるいは新型コロナウイルス感染症を

危惧し、在宅避難を選択する場合も今後増えることが予想される。 
 
ケアマネージャー、訪問看護ステーション等関連部署と連携をとり、できる

限り訪問診療による医療活動に協力する。状態悪化の兆しがあれば病院や福

祉避難所，施設への入院・入所へつなげる。 
 
 
  広島市より避難誘導アプリとして「避難所へＧｏ！」が提供されています。 
  避難勧告などの緊急情報、現在地の危険度、避難所等へのルート確認がで

きるアプリですのでご利用ください 
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigaiinfo/138186.html 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigaiinfo/138186.html


各支部医療救護班（南区） 令和6年度

支部 支部内の生活避難場所 支部医療救護班医師 TEL FAX

第1支部（比治山） 大州小・比治山小 <班長>宮本　純平 TEL 264-8800 FAX 264-8804

大州中 (医療法人　宮本形成外科）

広大附属東雲小中

段原中

第2支部（仁保） 仁保小・仁保中 <班長>岡田　和也 TEL 282-1565 FAX 286-9767

市立広島工業高校 (医療法人俊和会 岡田クリニック）

第3支部（荒神） 荒神町小学校 <班長>兵庫　秀幸 TEL 261-3588 FAX 261-8789

第4支部（段原） 段原小学校 <班長>米澤　治文 TEL 262-3000 FAX 262-3102

第5支部（宇品） 宇品東小・宇品小 〈班長〉藤井　雄一 TEL 252-0133 FAX 252-0135

元宇品小・似島小

宇品中

県立広島大学

宇品体育館

第6支部（青崎） 青崎小 〈班長〉谷本　純一 TEL 236-7466 FAX 236-7467

向洋新町小 （なのはな整形外科クリニック）

第7支部（大河・楠那） 大河小・黄金山小 <班長>川崎　雅也 TEL 251-0303　 FAX 236-6774

楠那小・楠那中

県立広島工業高校 　

南区スポーツセンター

第8支部（翠・皆実） 皆実小・翠町小 <班長>岸　浩子 TEL 250-5542 FAX 250-5543

翠町中 （岸眼科）

広大附属小中

南区民文化センター

皆実高校

第9支部（県立広島病院） 翠町中 <班長>望月　久義 TEL 254-1818 FAX 253-8274

（県立広島病院）

第10支部（マツダ病院） 大州小 <班長>　赤木　真治 TEL 565-5000 FAX 565-5138

（マツダ株式会社　マツダ病院）

第10支部（安芸市民病院） 向洋新町小

救護所を設置すべき生活避難場所
救護所設置（参集場所） 第１支部 医師名 宮本　純平 TEL 264-8800 FAX 281-5529

比治山小学校 医療機関 医療法人　宮本形成外科

第３支部 医師名 兵庫　秀幸 TEL 261-3588 FAX 261-8789

医療機関 兵庫内科・肝臓糖尿病クリニック

第４支部 医師名 米澤　治文 TEL 262-3000 FAX 262-3102

医療機関 京橋心療クリニック

救護所設置（参集場所） 第８支部 医師名 岸　浩子 TEL 250-5542 FAX 250-5543

翠町小学校 医療機関 岸眼科

救護所設置（参集場所） 第７支部 医師名 川崎　雅也 TEL 251-0303　 FAX 236-6774

大河小学校 医療機関 川崎産婦人科

救護所設置（参集場所） 第２支部 医師名 岡田　和也 TEL 282-1565 FAX 286-9767

仁保小学校 医療機関 医療法人俊和会 岡田クリニック

第６支部 医師名 谷本　純一 TEL 236-7466 FAX 236-7467

医療機関 なのはな整形外科クリニック

救護所設置（参集場所） 第５支部 医師名 藤井　雄一 TEL 252-0133 FAX 252-0135

宇品小学校 医療機関 医療法人いずみ会　藤井循環器内科

（医療法人　川崎産婦人科医院）

（兵庫内科・肝臓糖尿病　クリニック）
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（京橋心療クリニック)

（医療法人いずみ会　藤井循環器内科）



　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　　日　　　　　　　時　　　　　　　分

 　　　  　　床　（入院患者  　　　  人）

□入力済み　　　　　　　　　　　　□未入力

浸 水
□あり（地階浸水，近隣河川の状況など）

□なし

倒 壊 状 況
□あり（倒壊の程度など）

□なし

電 源
□問題あり（停電している場合，自家発の稼働状況）

□問題なし

水 道
□問題あり（断水の状況）

□問題なし

医 療 ガ ス
□充足

□不足

医 薬 品 ・
衛 星 資 器 材

□充足

□不足

患 者
□問題あり（転院等の状況があれば記入）

□問題なし

職 員 の 不 足
□充足

□不足

透 析
□あり（透析患者数等）

□なし

給 食
□問題あり

□問題なし

そ の 他

自院の周辺地域での
災害救護対応等

所 在 地

病 床 数 （ 入 院 患 者 数 ）

被
災
の
状
況

医療機関　情報連絡票
確 認 日 時

医 療 機 関 の 名 称

EMIS の 入 力 に つ い て

報告先：南区医師会災害対策本部

TEL：082-250-3701

FAX：082-250-3702

mail:minamikuishikai@minamiku.city.hiroshima.med.or.jp

医療機関 南区医師会災害対策本部
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●●災害における医療救護活動について報告します。 

記 

報告日  令和    年    月    日 

都道府県医師会名   

記入者名（責任者）   

ＪＭＡＴ出動数 

・医 師（   名）    ・薬剤師（  名）    ・看護師（    名） 

・ロジスティックス担当者・事務職員（     名）  

・その他（医療・看護・保健・介護・福祉職種：       名） 

・その他（職種：       名） 

派遣期間 平成   年   月   日 ～ 平成   年   月   日 

活動場所   

活動内容 

・外来患者数、主な疾病、後発救護班に対しての助言等含めてご記

入下さい。 

現地のニーズ（不足物資等） 

 

課題 

 

次に来るＪＭＡＴへの情報提供 

 

  

※派遣終了後、責任者の方は本用紙にご記入の上、日本医師会ＪＭＡＴ本部

（chiiki_1@po.med.or.jp  fax 03-3946-2140）、または日本医師会・都道府県医師会災害時情報

共有システムの掲示板にアップして下さい。 
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（様式２） 
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年 月 日
血液型

〶 ー

（ 　）

薬の備蓄 （ 日分 )

医師： TEL

医師： TEL

【緊急連絡先】

続柄：

続柄：

続柄：

　　　　台風等事前対応が必要 　　　　レスパイト入院 　　　　短期入所等 　　　　親戚や知人宅 　　　　避難先未定

　　　　

（ ）

（ ）

] 　　その他

（ ）

バッテリー時間： 時間 分 ） (携帯用ボンベ ℓ 本）
器具型番等

TEL TEL

　　　発電機がある

広島市南区医師会　　(安芸地区医師会作成「災害時覚書」より一部改変) 《 年 月 日　更新 ≫

フリガナ 性別 生　年　月　日 介護度

利用者氏名
年　　　月　　　日　　　歳

初回記載日 令和 （記載者：　　　　　　　　　　　　）

災害時覚書 　　　　　　　　訪問看護 　　　　　　　　居宅 　ヘルパー 　　レンタル

傷　病　名
アレルギー

住所

電話

受　入　病　院 病院名：

薬の置き場所

主　治　医 病院名：

キーパーソン

その他連絡先

氏名 住所・連絡先等（なるべく詳しく） TEL

主　介　護　者　

避難場所までの 　　　独りで歩ける 　　　杖や歩行器を使用して歩ける 　　　移動手段がない

民　生　委　員

【災害時】

通常の居場所

指定避難所 指定緊急避難場所①地震②豪雨③台風

 避難場所

　　　自宅　　　　上記指定場所以外の避難所

移　動　手　段 　　　車椅子[     自分でこげる       押してもらう       移乗がで きない 　　　その他（　　　　　　　　　　　　　）　]

医療器具

　　　気管カニューレ 　　　HPN 　　　人工肛門 　　　インシュリン注射　　　透析

　　　カテーテル[

　　　人工呼吸器 　　　吸引器 　　　在宅酸素

（充電機能

業　者　名

TEL

電気の確保 　　　車から電力を作る装置がある 　　　バッテリーがある 　　　何もない

福　祉　用　具 　　　ベッド（ モーター） 　　　エアーマット 　　　昇降機 　　　電動車椅子

特記事項

（救助者への伝言）

　　　他の自己注射

居宅介護支援事業所 ケアマネ氏名：

利用サービス名

通所サービス ショートステイ 訪問看護 ヘルパー

業　者　名
TEL

膀胱留置

男

有

女

M

S

T

H

要支援

要介護

埋立地、造成地

傾斜地、丘陵地

津波浸水想定区域

土砂災害危険区域

木造住宅密集地 昭和56年以前の住宅

無 不明

有 無

無

家具転倒リスク

落下物リスク

導尿 胃瘻 経鼻

腹膜 血液

その他

有 無

視力に問題あり（ ） 聴力に問題あり（ ）

一人暮らし 高齢者世帯

在宅避難
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災害時における各関係団体連絡名簿 

 

関 係 団 体 名 電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ  

南保健センター ２５０－４１０８ ２５４－９１８４  

広島市消防局 ２４６－８２１１ ２４７－１６４５  

広島南警察署 ２５５－０１１０   

県立広島病院 ２５４－１８１８ ２５３－８２７４  

広島大学病院 ２５７－５５５５ ２５７－５０８７  

マツダ病院 ５６５－５０００ ５６５－５１３８  

安芸市民病院 ８２７－０１２１ ８２７－０５６１  

広島県医師会 ５６８－１５１１ ５６８－２１１２  

広島市医師会 ２３２－７３２１ ２９２－５２３３  

広島市医師会臨床検査センター ２４７－７１９１ ２４４－０４０３  

広島市歯科医師会 ２６２－２６６２ ２６２－２６６８  

広島市薬剤師会 ２４４－４８９９ ２４４－４９０１  

広島県看護協会 ２９３－３３６２ ２９５－５３６１  

広島市市民局安全推進課 ５０４－２７１４ ５０４－２７１２  

広島市災害対策本部 ５０４－２５９５   

南区災害対策本部 ２５０－８９３５ ２５２－７１７９  

広島市危機管理室 ５０４－２８１９ ５０４－２８０２  

    

    

    



名称 所在地 避難場所 地震 津波 大火 南区医師会ブロック
大州小学校 大州五丁目10-12 体育館・グラウンド ○ － － 第１支部（比治山）
比治山小学校 上東雲町28-28 体育館・グラウンド ○ － － 第１支部（比治山）
渕﨑公園 東雲三丁目18 公園 ○ － ○ 第１支部（比治山）
広島市民球場（マツダスタジアム） 南蟹屋町二丁目3-1 球場内・正面ゲート付近 ○ － ○ 第１支部（比治山）
仁保小学校 仁保新町二丁目8-30 体育館・グラウンド ○ － － 第2支部（仁保）
荒神町小学校 西蟹屋三丁目7-27 体育館・グラウンド ○ － － 第3支部（荒神）
段原小学校 的場町二丁目4-19 体育館・グラウンド ○ － － 第4支部（段原）
比治山公園 比治山公園 公園 ○ ○ ○ 第4支部（段原）
宇品東小学校 宇品東七丁目11-8 体育館・グラウンド ○ － － 第5支部（宇品）
宇品小学校 宇品御幸四丁目5-11 体育館・グラウンド ○ － － 第5支部（宇品）
元宇品小学校 元宇品町7-10 体育館・グラウンド ○ ○ － 第5支部（宇品）
似島小学校 似島町字大黄2410 体育館・グラウンド ○ ○ － 第5支部（宇品）
宇品第一公園 宇品東二丁目1 公園 ○ － ○ 第5支部（宇品）
出島西公園 出島二丁目22 公園 ○ － ○ 第5支部（宇品）
宇品西公園 宇品御幸二丁目6 公園 ○ － － 第5支部（宇品）
似島臨海公園 似島町大黄 公園 ○ － － 第5支部（宇品）
青崎小学校 青崎一丁目15-51 体育館・グラウンド ○ － － 第6支部（青崎）
向洋新町小学校 向洋新町一丁目6-2 体育館・グラウンド ○ ○ － 第6支部（青崎）
大河小学校 旭一丁目8-1 体育館・グラウンド ○ － － 第7支部（大河・楠那）
黄金山小学校 北大河町35-1 体育館・グラウンド ○ ○ － 第7支部（大河・楠那）
楠那小学校 楠那町5-7 体育館・グラウンド ○ － － 第7支部（大河・楠那）
比治山下公園 比治山本町8 公園 ○ － － 第7支部（大河・楠那）
県立広島皆実高等学校・県立広島工業高等学校出汐二丁目4 グラウンド ○ － ○ 第7支部（大河・楠那）
皆実小学校 皆実町一丁目15-32 体育館・グラウンド ○ － － 第8支部（翠・皆実）
翠町小学校 翠四丁目10-1 体育館・グラウンド ○ － － 第8支部（翠・皆実）

指定緊急避難所（地震津波大火） 災害種別の欄の「○」印は、その災害に対する避難場所として、指定していることを示しています。



小学校区 名称 所在地 避難場所 階数 土砂 高潮 洪水 南区医師会ブロック
大州 大州小学校 大州五丁目10-12 体育館・教室 4 ○ ③ ② 第１支部（比治山）
大州 大州中学校 大州五丁目10-4 体育館・教室 3 ○ ③ ② 第１支部（比治山）
大州 大州児童館 大州五丁目10-12 遊戯室 2 ○ ― ② 第１支部（比治山）
大州 大州集会所（大州学区集会所） 大州二丁目13-8 集会室 2 ○ ― ② 第１支部（比治山）
大州 大州保育園 大州三丁目9-31 保育室 2 ○ ― ② 第１支部（比治山）
大州 南蟹屋集会所 南蟹屋二丁目6-11 集会室 2 ○ ― ② 第１支部（比治山）
段原 段原南二丁目集会所 段原南二丁目5-8 集会室・ホール 2 ○ ― ○ 第１支部（比治山）
比治山 比治山小学校 上東雲町28-28 体育館・教室 3 ○ ③ ○ 第１支部（比治山）
比治山 段原中学校 霞一丁目3-30 体育館・教室 4 ○ ③ ○ 第１支部（比治山）
比治山 段原公民館 段原山崎二丁目7-4 会議室・和室 2 ○ ― ○ 第１支部（比治山）
比治山 東雲児童館 東雲本町二丁目11-2 遊戯室 2 ○ ― ○ 第１支部（比治山）
比治山 段原山崎集会所 霞一丁目5-7 集会室 1 ○ ― ○ 第１支部（比治山）
比治山 東雲一丁目集会所 東雲一丁目11-25 集会室 2 ○ ― ○ 第１支部（比治山）
比治山 東雲三丁目集会所 東雲三丁目9-29 集会室 2 ○ ― ○ 第１支部（比治山）
比治山 東雲集会所（東雲会館） 東雲二丁目9-26 集会室 2 ○ ― ○ 第１支部（比治山）
比治山  東雲本町一･二丁目集会所（東雲本町会館） 東雲本町二丁目14-25 集会室 1 ○ ― ○ 第１支部（比治山）
比治山 比治山集会所（比治山会館） 段原日出一丁目13-22 集会室 2 ○ ― ○ 第１支部（比治山）
比治山 上東雲集会所 上東雲町8-4 集会室 1 ○ ― ○ 第１支部（比治山）
仁保 仁保小学校 仁保新町二丁目8-30 体育館・教室 4 ○ ③ ○ 第2支部（仁保）
仁保 仁保中学校 仁保一丁目56-1 体育館・教室 4 ― ○ ○ 第2支部（仁保）
仁保 市立広島工業高等学校 東本浦町1-18 体育館・教室 4 ○ ― ○ 第2支部（仁保）
仁保 仁保公民館 仁保新町一丁目8-6 大集会室・研修室等 2 ○ ― ○ 第2支部（仁保）
仁保 仁保児童館 仁保新町二丁目8-12 遊戯室 2 ○ ― ○ 第2支部（仁保）
仁保 仁保新町保育園 仁保新町一丁目6-15 保育室 1 ○ ― ○ 第2支部（仁保）
仁保 仁保保育園 仁保一丁目1-11 保育室 1 ○ ― ○ 第2支部（仁保）
仁保 仁保集会所（渕崎会館） 仁保二丁目6-8 集会室 2 ○ ― ○ 第2支部（仁保）
仁保 仁保新町集会所 仁保新町二丁目5-25 集会室 1 ○ ― ○ 第2支部（仁保）
仁保 仁保大町集会所 仁保一丁目1-12 集会室 2 ○ ② ○ 第2支部（仁保）
仁保 仁保旭ケ丘集会所（旭ヶ丘会館） 仁保一丁目60-17 集会室 1 ― ○ ○ 第2支部（仁保）
仁保 本浦集会所（本浦会館） 東本浦町20-8 集会室 2 ○ ② ○ 第2支部（仁保）
仁保 柞木集会所（柞木会館） 仁保三丁目2-8 集会室 2 ○ ② ○ 第2支部（仁保）
仁保  東雲本町三丁目集会所（東雲本町三丁目会館） 東雲本町三丁目9-20 集会室 1 ○ ― ○ 第2支部（仁保）
幟町 大須賀集会所（駅前集会所） 大須賀町9-1 集会室 1 ○ ― ○ 第3支部（荒神）

指定緊急避難所（土砂高潮洪水） 災害種別の欄の「○」印は、その災害に対する避難場所として、指定していることを示しています。

表中の高潮、洪水の○付数字については、当該施設が浸水想定区域内に所在するため、その数以上の階を避難スペースとして活用できることを示しています。



荒神町 荒神町小学校 西蟹屋三丁目7-27 体育館・教室 3 ○ ③ ② 第3支部（荒神）
荒神町 荒神集会所（荒神地区集会所） 西蟹屋三丁目15-15 集会室 2 ○ ― ② 第3支部（荒神）
荒神町 荒神保育園 西蟹屋三丁目15-13 保育室 1 ○ ― ― 第3支部（荒神）
段原 段原小学校 的場町二丁目4-19 体育館・教室 3 ○ ③ ○ 第4支部（段原）
段原 まんが図書館 比治山公園1-4 ロビー 2 ― ○ ○ 第4支部（段原）
段原 段原集会所 松川町4-4 集会室 2 ○ ― ○ 第4支部（段原）
段原 段原西集会所 段原二丁目11-18 集会室 2 ― ② ○ 第4支部（段原）
段原 段原東集会所 段原四丁目3-16 集会室 1 ○ ― ○ 第4支部（段原）
宇品東 宇品東小学校 宇品東七丁目11-8 体育館・教室 4 ○ ③ ○ 第5支部（宇品）
宇品東 宇品中学校 宇品東五丁目1-51 体育館・教室 4 ○ ③ ○ 第5支部（宇品）
宇品東 南区スポーツセンター宇品体育館 宇品海岸三丁目6-54 体育室 3 ○ ③ ○ 第5支部（宇品）
宇品東 宇品東保育園 宇品神田三丁目10-15 保育室 2 ○ ― ○ 第5支部（宇品）
宇品東 宇品神田集会所（東宇品神田南会館） 宇品神田五丁目16-14 集会室 2 ○ ― ○ 第5支部（宇品）
宇品東 宇品東児童館 宇品東七丁目11-8 遊戯室 1 ○ ― ○ 第5支部（宇品）
宇品東 宇品東集会所（東宇品会館） 宇品神田三丁目10-15 集会室 3 ○ ③ ○ 第5支部（宇品）
宇品東 金輪島集会所 宇品町字金輪島381-9 集会室 1 ○ ― ○ 第5支部（宇品）
宇品 宇品小学校 宇品御幸四丁目5-11 体育館・教室 4 ○ ③ ○ 第5支部（宇品）
宇品 宇品公民館 宇品御幸四丁目1-2 研修室・ホール等 4 ○ ③ ○ 第5支部（宇品）
宇品 宇品児童館 宇品御幸四丁目5-32 遊戯室 1 ○ ― ○ 第5支部（宇品）
宇品 宇品集会所 宇品御幸二丁目6-42 集会室 2 ○ ② ○ 第5支部（宇品）
宇品 宇品海岸集会所 宇品海岸二丁目8-2 集会室 2 ○ ― ○ 第5支部（宇品）
宇品 出島福祉センター 出島一丁目32-1 会議室・多目的ホール 2 ○ ② ○ 第5支部（宇品）
宇品 出島保育園 出島一丁目33-57 保育室 2 ○ ② ○ 第5支部（宇品）
宇品 出島集会所 出島二丁目14-73 集会室 2 ○ ② ○ 第5支部（宇品）
元宇品 元宇品小学校 元宇品町7-10 体育館・教室 2 ― ○ ○ 第5支部（宇品）
元宇品 元宇品保育園 元宇品町5-8 保育室 2 ○ ② ○ 第5支部（宇品）
元宇品 元宇品集会所（元宇品会館） 元宇品町13-18 集会室 2 ○ ② ○ 第5支部（宇品）
似島 似島小学校 似島町字大黄2410 体育館・教室 4 ― ② ○ 第5支部（宇品）
似島 似島中学校 似島町字南風泊2250 体育館・教室 2 ― ② ○ 第5支部（宇品）
似島 似島公民館 似島町字家下752-74 研修室・ホール等 3 ○ ② ○ 第5支部（宇品）
似島 似島集会所 似島町字家下752-74 集会室 2 ○ ② ○ 第5支部（宇品）
似島 広島市似島歓迎交流センター（ユーハイム似島歓迎交流センター）似島町字東大谷182 プレイホール・研修室等 2 ― ○ ○ 第5支部（宇品）
似島 似島学園小･中学校 似島町字長谷1487 体育館・教室 2 ― ② ○ 第5支部（宇品）
青崎 青崎小学校 青崎一丁目15-51 体育館・教室 3 ○ ③ ○ 第6支部（青崎）
青崎 青崎公民館 青崎一丁目12-7 研修室 2 ○ ― ○ 第6支部（青崎）
青崎 青崎児童館 青崎一丁目12-7 遊戯室 2 ○ ― ○ 第6支部（青崎）
青崎 青崎保育園 向洋本町1-22 保育室 2 ○ ② ○ 第6支部（青崎）
青崎 向洋集会所 向洋中町5-16 集会室・ホール 2 ○ ― ○ 第6支部（青崎）
青崎 青崎集会所 青崎一丁目13-4 集会室・ホール 2 ○ ― ○ 第6支部（青崎）



青崎 東青崎集会所 堀越一丁目10-13 集会室 2 ○ ― ○ 第6支部（青崎）
青崎 堀越集会所（堀越会館） 堀越二丁目12-11 集会室 1 ○ ― ○ 第6支部（青崎）
向洋新町 向洋新町小学校 向洋新町一丁目6-2 体育館・教室 4 ○ ○ ○ 第6支部（青崎）
向洋新町 向洋新町児童館 向洋新町一丁目6-2 遊戯室 2 ○ ○ ○ 第6支部（青崎）
向洋新町 向洋新町集会所（向洋新町会館） 向洋新町一丁目6-1 集会室・ホール 2 ○ ○ ○ 第6支部（青崎）
段原 段原南一丁目集会所 段原南一丁目13-27 集会室 1 ― ― ○ 第7支部（大河・楠那）
皆実 南区民文化センター 比治山本町16-27 会議室・大広間 3 ○ ③ ○ 第7支部（大河・楠那）
皆実 比治山本町集会所 比治山本町8-1 集会室 1 ○ ― ○ 第7支部（大河・楠那）
翠町 翠町小学校 翠四丁目10-1 体育館・教室 4 ○ ③ ○ 第7支部（大河・楠那）
翠町 翠町中学校 翠四丁目15-1 体育館・教室 4 ○ ③ ○ 第7支部（大河・楠那）
翠町 旭三丁目集会所（旭三丁目会館） 旭三丁目7-10 集会室 1 ○ ― ○ 第7支部（大河・楠那）
大河 大河小学校 旭一丁目8-1 体育館・教室 4 ○ ③ ○ 第7支部（大河・楠那）
大河 大河公民館 北大河町15-12 大集会室・研修室等 3 ○ ② ○ 第7支部（大河・楠那）
大河 大河保育園 北大河町15-16 保育室 1 ○ ― ○ 第7支部（大河・楠那）
大河 出汐集会所（出汐会館） 出汐一丁目5-12 集会室 1 ○ ― ○ 第7支部（大河・楠那）
大河 西霞町集会所 西霞町13-18 集会室 1 ○ ― ○ 第7支部（大河・楠那）
大河 大河集会所 旭一丁目14-12 集会室 3 ○ ③ ○ 第7支部（大河・楠那）
大河 大河児童館 旭一丁目5-25 集会室・児童クラブ室 2 ○ ― ○ 第7支部（大河・楠那）
黄金山 黄金山小学校 北大河町35-1 体育館・教室 4 ○ ○ ○ 第7支部（大河・楠那）
黄金山 黄金山集会所（黄金山会館） 北大河町31-6 集会室 2 ○ ○ ○ 第7支部（大河・楠那）
楠那 楠那小学校 楠那町5-7 体育館・教室 4 ○ ② ○ 第7支部（大河・楠那）
楠那 楠那中学校 楠那町4-1 体育館・教室 3 ○ ② ○ 第7支部（大河・楠那）
楠那 南区スポーツセンター 楠那町7-31 体育室・武道場 3 ― ② ○ 第7支部（大河・楠那）
楠那 楠那公民館 楠那町7-10 大集会室 3 ― ② ○ 第7支部（大河・楠那）
楠那 楠那保育園 楠那町7-10 保育室 3 ― ② ○ 第7支部（大河・楠那）
楠那 丹那集会所 丹那町18-1 集会室 2 ○ ― ○ 第7支部（大河・楠那）
楠那 日宇那集会所（日宇那会館） 日宇那町11-22 集会室 2 ― ― ○ 第7支部（大河・楠那）
皆実 皆実小学校 皆実町一丁目15-32 体育館・教室 3 ○ ③ ○ 第8支部（翠・皆実）
皆実 皆実児童館 皆実町一丁目15-2 遊戯室 3 ○ ③ ○ 第8支部（翠・皆実）
皆実 皆実保育園 皆実町一丁目15-2 保育室 2 ○ ― ○ 第8支部（翠・皆実）
皆実 皆実集会所（皆実学区集会所） 皆実町三丁目3-20 集会室 2 ○ ― ○ 第8支部（翠・皆実）
皆実 皆実西部集会所 皆実町六丁目3-17 集会室 3 ○ ③ ○ 第8支部（翠・皆実）
皆実 皆実東部集会所 皆実町四丁目6-14 集会室 1 ○ ― ○ 第8支部（翠・皆実）
皆実 皆実南部集会所 皆実町五丁目19-9 集会室 2 ○ ― ○ 第8支部（翠・皆実）
翠町 翠町集会所(翠町会館） 翠五丁目18-3 集会室 1 ○ ― ○ 第8支部（翠・皆実）


